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高 知 県 公 営 企 業 局 契 約 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に

定 め る 。

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日

高 知 県 公 営 企 業 局 長 笹 岡 浩

高 知 県 公 営 企 業 局 管 理 規 程 第 ５ 号

高 知 県 公 営 企 業 局 契 約 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

高 知 県 公 営 企 業 局 契 約 規 程 （ 昭 和 41年 高 知 県 企 業 局 管 理 規 程 第

５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 37条 」 を 「 第 38条 」 に 改 め る 。

第 ５ 章 中 第 37条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 電 子 的 方 式 等 に よ る 手 続 の 特 例 ）

第 38条 こ の 規 程 に 定 め る 手 続 の う ち 高 知 県 公 営 企 業 局 長 が 別 に

定 め る も の は 、 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ

て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 に よ る 方 法 に

よ り 行 う こ と が で き る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。

高 知 県 公 営 企 業 局 管 理 規 程

◎ 高 知 県 公 営 企 業 局 契 約 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程


